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SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会 

設立総会 次第 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 主催者あいさつ 

 

 

３ 説明事項 

 

（１）第７８回国民スポーツ大会の概要について 

（２）第７８回国民スポーツ大会唐津市開催内定競技について 

（３）第７８回国民スポーツ大会開催に向けたスケジュールについて 

 

４ 報告事項 

  第７８回国民スポーツ大会唐津市実行委員会設立趣意書 

 

５ 仮議長選出 

 

 

６ 議 事 

 

（１）第１号議案 SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会会則（案） 

（２）第２号議案 SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会委員・役員等（案） 

 

７ 閉 会 

1



 
 

 

第７８回国民スポーツ大会の概要 

 

１ 目 的 

大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康

増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与する

とともに、国民生活を明るく豊かにしようとするものである。 

 

２ 主 催 

大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日スポ協」という。) 、

文部科学省及び開催地都道府県 (以下「開催県」という。) とし、各競技会につい

ては日スポ協加盟競技団体及び会場地市町を含めたものとする。 

 

３ 名称等の変更 

  平成３０年６月１３日に「スポーツ基本法の一部を改正する法律」が国会で成立

し、令和５年の佐賀大会は、国民体育大会の名称が「国民スポーツ大会」に変わる

最初の本大会（*）となる。 

  また、「スポーツ基本法」の改正に伴い、大会の略称も「国体（こくたい）」から

「国スポ（こくすぽ）」に変更になる。 

*：本大会は秋季に行われる国民スポーツ大会のこと 

 

 【変更内容】 

 旧 新 

大会名称 国民体育大会 国民スポーツ大会 

英語表記 NATIONAL SPORTS FESTIVAL JAPAN GAMES 

略  称 国体（こくたい） 国スポ（こくすぽ） 

 

 〇 法律成立日：平成３０年６月１３日 

 〇 施 行 日：令和 ５年１月 １日 

 〇 変 更 理 由： 

   世界中のあらゆる人々がスポーツのために我が国に集う２０２０年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を好機と捉え、「スポーツ」の価値を世界の 

  人々と分かち合い、「スポーツ」を通じた社会改革に向け世界各国と協調してい

くため、世界的に広く用いられている「スポーツ」の語を基本的に用いるべく、

「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」と改める等の改正を行う。 

 

 

 

（設立総会）説明事項（１） 
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４ 開催時期、期間 

 〇 本大会開催時期：令和５年９月中旬～１０月中旬 

 〇 本大会開催期間：１１日間以内 

  ※上記の詳細については開催３年前（令和２年）に日スポ協が開催県と協議して決定。 

 

５ 愛称、スローガン、マスコットキャラクター 

 〇（愛称）「SAGA2023（さがにーまるにーさん）」 

 〇（メインメッセージ）「新しい大会へ。すべての人に、スポーツのチカラを。」 

 〇（マスコットキャラクター）未定 

 

６ 実施予定競技 

＜正式競技＞ ３７競技（毎年実施３６競技、隔年実施１競技） 

 〇 毎年実施競技（３６競技） 

陸上競技 水泳 サッカー 

テニス ボート ホッケー 

バレーボール 体操 バスケットボール 

レスリング セーリング ウエイトリフティング 

ハンドボール 自転車 ソフトテニス 

卓球 軟式野球 相撲 

馬術 フェンシング 柔道 

ソフトボール バドミントン 弓道 

ライフル射撃 剣道 ラグビーフットボール 

スポーツクライミング カヌー アーチェリー 

空手道 銃剣道 なぎなた 

ボウリング ゴルフ トライアスロン 

〇 隔年実施競技（１競技） 

   ボクシング、クレー射撃のうち佐賀大会ではクレー射撃を実施 

 

 ＜特別競技＞ １競技 

  高等学校野球（硬式及び軟式） 

 

 ＜公開競技＞ ７競技 

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、 

  バウンドテニス、エアロビック 

 

 ＜デモンストレーションスポーツ＞ 

生涯スポーツの振興を主な目的とし、正式競技・特別競技・公開競技以外のもの 

で、原則として県内居住者を対象に実施することができる競技。 
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（例） パークゴルフ、合気道、ウォークラリー、スポーツチャンバラ、スポー

ツウェルネス吹矢、ソフトバレーボール等（第７３回福井国体実績） 

７ 文化プログラム 

  スポーツ芸術及び開催県の郷土文化の普及啓発を目的に実施する。 

   

  （例） 舞台（音楽、舞踏、演劇等）、展示（美術、映像等） 

 

８ 選手・監督数 

   延べ ８８，６４０人 （第７４回茨城国体実績） 

 

９ 大会関係者数 

   延べ １０７，９６６ 人 （第７４回茨城国体実績） 

 

１０ 観覧者数 

   延べ ５３５，１２２ 人 （第７４回茨城国体実績） 
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第７８回国民スポーツ大会唐津市開催内定競技 

  競技名・種目名 種別 開催予定施設 

1 バスケットボール 全種別 

唐津市文化体育館 

唐津市鎮西スポーツセンター体育館 

唐津市天徳の丘運動公園社会体育館 

佐賀県立唐津工業高校体育館 

唐津市立浜玉中学校体育館 

2 セーリング 全種別 佐賀県ヨットハーバー、西の浜 

3 ソフトテニス 全種別 
松浦河畔公園庭球場 

唐津東中高校テニスコート 

4 軟式野球 成年男子 
SHOWA ハンバーガースタジアム唐津 

（唐津市野球場） 

5 バドミントン 全種別 唐津市文化体育館 

6 トライアスロン 
成年男子 

唐津市波戸・名護屋特設会場 
成年女子 

 

第２３回全国障害者スポーツ大会唐津市開催内定競技 

  競技名・種目名 種別 開催予定施設 

1 車椅子バスケットボール 
成年男子 

唐津市文化体育館 
成年女子 

2 知的障害者バスケットボール 
成年男子 

唐津市鎮西スポーツセンター体育館 
成年女子 

 

（設立総会）説明事項（２） 
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第７８回国民スポーツ大会開催に向けたスケジュール 

年度 主要行事 市実行委員会

令和３年度
（2021年度）
【2年前】
＊三重国体

令和４年度
（2022年度）
【１年前】
＊栃木国体

令和５年度
（2023年度）
【開催年】

唐　津　市

平成２９年度
（2017年度）
【６年前】
＊愛媛国体

平成３０年度
（2018年度）
【５年前】
＊福井国体

令和元年度
（2019年度）
【４年前】
＊茨城国体

令和２年度
（2020年度）
【３年前】

＊鹿児島国体

中
央
競
技
団
体
正
規
視
察

国スポ開催内定

会場地総合視察
（日体協・文科省）

リハーサル大会
開催

実行委員会解散

国スポ開催

庁内準備推進
組織設置
（随時）

リハーサル大会実施本部設置

国スポ会期決定

国スポ開催正式決定

常任委員会及び
専門委員会設置

（随時）

国スポ実施本部設置

国スポ事業報告会

実行委員会
事務局

国スポ・全障スポ推進室設置
（未来創生部内に設置）

委員会設立準備

実行委員会設立

競技別会期決定

スポーツ推進課

（国スポ担当兼務）

発起人会開催

 

（設立総会）説明事項（３） 
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第７８回国民スポーツ大会唐津市実行委員会設立趣意書  
 

国民体育大会は、昭和２１年に開催されて以来、国内最大のスポーツの

祭典として広く国民の間に親しまれており、スポーツの普及とともに、国

民の健康増進と体力の向上を図り、スポーツを通じた豊かな暮らしづくり

やまちづくりに大きな役割を果たしてきました。  
近年、少子・高齢化、高度情報化の進行など社会環境の変化に伴い、心

身の健康増進の意識が一段と高まり、健やかな心身づくりや生きがいづく

りにつながるスポーツの重要性が再認識され、市民誰もが気軽にスポーツ

に親しめる環境づくりが求められています。  
このような中、令和５年（２０２３年）に佐賀県で第７８回国民スポー

ツ大会の開催が内定し、本市で競技が実施されることは、市民のスポーツ

への関心を高め、更なるスポーツの振興に寄与するとともに、元気で活力

のある地域づくりを推進するうえで、大変意義深いものであります。  
また、各都道府県の選手団や大会関係者をはじめ、本市を訪れる全ての

方々に「海と緑にかこまれたここちよい唐津」をアピールする絶好の機会

であります。  
さらに、大会開催に向けての市民一体となった取り組みは、市民の連帯

感をより一層深めることとなり、「市民力・地域力によるまちづくり」の実

現を目指す本市の発展にも極めて有意義なものと期待されます。  
このような意義ある大会を成功に導くためには、唐津市民の総力を結集

し開催準備に取り組む必要があり、ここに、市民各界各層からなる「第 
７８回国民スポーツ大会唐津市実行委員会」を設立し、諸準備に万全を期

するものであります。  
 

令和２年２月２６日  
 

        第７８回国民スポーツ大会唐津市実行委員会設立発起人  
               

唐津市長          峰  達郎  

              唐津市議会議長       田中 秀和  

              （公財）唐津市体育協会会長 岩本 真二  

              唐津市副市長        柴田  哲  

              唐津市副市長        中江  勉  

              唐津市教育長        栗原 宣康  

※（公財）唐津市体育協会は R2.4.1 から（公財）唐津市スポーツ協会に名称変更されています。 

（設立総会）報告事項  
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◆実行委員会の名称について 

 

【実行委員会名称】 

（発起人会まで）第７８回国民スポーツ大会唐津市実行委員会 

（設立総会から）SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会 

 

 （理由） 

 佐賀県の愛称である SAGA2023（さがにーまるにーさん）を使用することで、県が

目指す大会への同調を図り、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の開催に

向けた『ONE TEAM』で進めて行くという意味を込めた名称とする。 

 

 

※ 佐賀県の愛称、メインメッセージ 

 ［愛称］SAGA2023（さがにーまるにーさん） 

 ［メインメッセージ］「新しい大会へ。すべての人に、スポーツのチカラを。」 

 

  

 

SAGA2023 

ロゴマーク 

実行委員会名称（補足） 
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SAGA2023国スポ・全障スポ唐津市実行委員会会則（案） 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、SAGA2023国スポ・全障スポ唐津市実行委員会（以下「実

行委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７８回国民スポーツ大会において、唐津市で開

催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必要

な準備を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事

項を行う。 

(1) 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(2) 競技会の開催に係る準備に関すること。 

(3) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(4) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(5) 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(6) その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

第２章 組織 

（実行委員会の委員） 

第４条 実行委員会は、会長及び次の各号に掲げる者のうちから会長が委

嘱した者（以下「委員」という。）を委員とし、委員をもって組織す

る。 

(1) 関係競技団体、その他の関係団体及び関係機関を代表する者 

(2) 唐津市議会を代表する者 

(3) その他会長が特に必要と認める者 

（設立総会）第１号議案  
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２ 会長及び委員は無報酬とする。 

（役員の定数及び選任） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 副会長 ５名以内 

(3) 常任委員 ３０名以内 

(4) 監事 ２名 

２ 会長は、唐津市長をもって充てる。 

３ 副会長、常任委員及び監事は、委員の中から総会において選任する。 

４ 会長及び副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは

あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１１条第６項に掲げる事項を審

議する。 

４ 監事は、実行委員会の業務執行及び会計の状況を監査し、その監査の

結果を総会に報告する。 

（任期等） 

第７条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱された

日から実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等

が就任時におけるそれぞれの所属団体又は機関の役職を離れたときは、

その委員等は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を

務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に

応じて補充することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会

において報告する。 
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（顧問及び参与） 

第８条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言

を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言

を行う。 

５ 顧問及び参与は、無報酬とする。 

６ 前条第１項及び第２項の規定は、顧問及び参与の任期について準用す

る。この場合において、これらの規定中「委員及び役員」とあるのは

「顧問及び参与」と読み替えるものとする。 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第９条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 常任委員会 

(3) 専門委員会 

（総会） 

第１０条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。 

３ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

(1) 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

(2) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(4) 予算及び決算に関すること。 

(5) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(6) その他重要な事項に関すること。 

４ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはでき
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ない。ただし、総会に出席することができない委員は、代理人によって

議決権を行使し、または書面で議決に加わることができる。この場合に

おいて、当該委員は、出席したものとみなす。 

５ 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

６ 会長は必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができ

る。 

（常任委員会） 

第１１条 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成す

る。 

２ 委員長及び副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

３ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

４ 常任委員会の議長は、委員長がこれを務める。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を

代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。 

６ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 総会から委任された事項に関すること。 

(2) 専門委員会の設置及び専門委員会への付託又は委任に関すること。 

(3) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 前条第４項及び第５項の規定は、常任委員会について準用する。 

８ 常任委員会は、第６項の規定により審議し、決定した事項及び次条第

２項の規定により専門委員から報告があった事項を必要に応じて次の総

会に報告するものとする。 

（専門委員会） 

第１２条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調

査、審議し、その結果を常任委員会に報告するものとする。 
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３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項

は、常任委員会に諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第７条の規定は、専門委員の任期等について準用する。この場合にお

いて、同項中「委員及び役員」とあるのは「専門委員」と、「実行委員

会」とあるのは「専門委員会」と読み替えるものとする。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１３条 会長は総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集

するいとまがないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものに

ついては、これを専決処分することができる。 

２ 会長は前項の規定により、専決処分したときは、これを次の総会等に

おいて報告し、その承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１４条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ その他事務局に関し、必要な事項は会長が別に定める。 

第６章 会計 

（経費） 

第１５条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充て

る。 

（予算及び決算） 

第１６条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算

は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１７条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 

３１日までとする。ただし、設立初年度の会計年度については、この 

規約の施行の日から翌年３月３１日までとする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 
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第７章 解散 

（解散） 

第１８条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総

会の議決を経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、唐津市に帰属するも

のとする。 

第８章 補則 

（委任） 

第１９条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要

な事項は会長が定める。 

 

附 則 

この会則は、令和２年○月○日から施行する。 

18



 
 

SAGA2023国スポ・全障スポ唐津市実行委員会委員・役員等(案) 

 

会長 １名                               (順不同・敬称略) 

選出区分 所 属 団 体 役 職 氏    名 
市関係 唐津市 市長 峰  達 郎 
 

副会長 ５名 

選出区分 所 属 団 体 役 職 氏    名 
市議会関係 唐津市議会 議長 田中  秀和 
スポーツ関係 （公財）唐津市スポーツ協会 会長 岩本  真二 
市関係 唐津市 副市長 柴 田  哲 
市関係 唐津市 副市長 中 江  勉 
市関係 唐津市教育委員会 教育長 栗原  宣康 
 

常任委員 ２３名 

選出区分 所 属 団 体 役 職 氏    名 

スポーツ関係 佐賀県軟式野球連盟 会長 古賀  盛夫 

スポーツ関係 ＮＰＯ法人佐賀県ヨット連盟 理事長 藤 原  雄 

スポーツ関係 佐賀県ソフトテニス連盟 会長 石井  秀夫 

スポーツ関係 (一社)佐賀県バスケットボール協会 会長 祖岩  亨道 

スポーツ関係 佐賀県トライアスロン協会 会長 川 添  豊 

スポーツ関係 佐賀県バドミントン協会 会長 中尾  昌由 

スポーツ関係 佐賀県綱引連盟 会長 不 在 

スポーツ関係 佐賀県高等学校体育連盟 会長 中島  慎一 

スポーツ関係 唐津市中学校体育連盟 会長 原  寛 喜 

スポーツ関係 唐津市スポーツ推進委員連絡協議会 会長 中村  栄助 

教育・学校関係 唐津地区校長会 会長 北川  正行 

教育・学校関係 唐松地区校長会 会長 吉山 耕一郎 

教育・学校関係 佐賀県私立中学高等学校長会 唐津地区代表 島本  幸三 

産業・経済関係 唐津商工会議所 会頭 宮島  清一 

産業・経済関係 唐津東商工会 会長 冨永  祐司 

産業・経済関係 唐津上場商工会 会長 古賀  和裕 

医療・福祉関係 (一社)唐津東松浦医師会 会長 渡 辺  尚 

医療・福祉関係 (福)唐津市社会福祉協議会 会長 山中  幸光 

医療・福祉関係 唐津市身体障害者連絡協会 会長 山﨑  一夫 

宿泊・観光・衛生 (一社)唐津観光協会 会長 山﨑  信二 

（設立総会）第２号議案 
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社会・文化・環境 唐津市連合行政連絡員会 会長 中山 利平二 

通信・輸送・交通 (一社)佐賀県バス・タクシー協会 会長 金子  晴信 

通信・輸送・交通 九州旅客鉄道(株)唐津鉄道事業部 部長 三浦  直紀 

 

監事 ２名 

選出区分 所 属 団 体 役 職 氏    名 
市関係 唐津市監査委員事務局 事務局長 栗原  達也 
市関係 唐津市会計管理者 会計管理者 小形  圭一 
 

委員 ４６名 

選出区分 所 属 団 体 役 職 氏    名 

スポーツ関係 唐津市軟式野球連盟 会長 溝渕  末治 

スポーツ関係 唐津市ソフトテニス協会 会長 田 中  命 

スポーツ関係 唐津市バスケットボール協会 会長 奥 村  豊 

スポーツ関係 唐津市バドミントン協会 会長 中村  健一 

警備・消防関係 唐津市消防団 団長 田久保 浅義 

警備・消防関係 唐津市消防本部 消防長 坂口  和広 

教育・学校関係 (一社)佐賀県私立幼稚園・認定こども園連合会 唐津地区代表 村山  尚子 

教育・学校関係 唐津市保育会 会長 竹永  成宏 

産業・経済関係 (一社)唐津青年会議所 理事長 大塚  立規 

産業・経済関係 九州電力送配電(株)佐賀支社配電部唐津配電事業所  所長 華頂  博文 

産業・経済関係 唐津農業協同組合 代表理事組合長 堤  武 彦 

産業・経済関係 まつら森林組合 代表理事組合長 青木  正義 

産業・経済関係 佐賀玄海漁業協同組合 代表理事組合長 川嵜  和正 

医療・福祉関係 (一社)唐津東松浦歯科医師会 会長 田 邉  隆 

医療・福祉関係 (一社)唐津東松浦薬剤師会 会長 酒井  清二 

医療・福祉関係 (公社)佐賀県看護協会 地区理事 成瀨  弘美 

宿泊・観光・衛生 唐津市食生活改善推進協議会 会長 加茂  洋子 

宿泊・観光・衛生 (公社)佐賀県食品衛生協会唐津支部 支部長 藤 﨑  臨 

宿泊・観光・衛生 (公社)佐賀県栄養士会唐津支部 支部長 藤田  直子 

宿泊・観光・衛生 唐津市旅館協同組合 理事長 松下  隆義 

宿泊・観光・衛生 呼子鎮西旅館組合 組合長 古   博 

宿泊・観光・衛生 唐津料飲業協同組合 理事長 外 尾  健 

社会・文化・環境 唐津市公民館連合会 会長 吉田  道彦 

社会・文化・環境 (公財)唐津市文化事業団 理事長 溝上  吉嗣 

社会・文化・環境 唐津市男女共同参画ネットワーク“レゾナ” 会長 深川 ひろみ 

社会・文化・環境 唐津市地域婦人連絡協議会 会長 谷口  繁美 
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通信・輸送・交通 唐津市交通安全指導員会 会長 吉田  秀樹 

市関係 唐津市政策部 部長 脇山  秀明 

市関係 唐津市総務部 部長 濵 口  智 

市関係 唐津市財務部 部長 草 野  陽 

市関係 唐津市市民部 部長 緒方  俊寿 

市関係 唐津市保健福祉部 部長 堀 田  信 

市関係 唐津市農林水産部 部長 山本  善文 

市関係 唐津市経済観光部 部長 畔田  浩貴 

市関係 唐津市都市整備部 部長 宗田  匡央 

市関係 唐津市教育委員会事務局 教育部長 草場  忠治 

市関係 唐津市ボートレース企業局 企業局長 日下  義信 

市関係 唐津市上下水道局 局長 秀島  陵一 

市関係 唐津市浜玉市民センター 市民センター長 内山  茂昭 

市関係 唐津市厳木市民センター 市民センター長 山田  拓己 

市関係 唐津市相知市民センター 市民センター長 黒木  寿昭 

市関係 唐津市北波多市民センター 市民センター長 白津  健二 

市関係 唐津市肥前市民センター 市民センター長 田中  正人 

市関係 唐津市鎮西市民センター 市民センター長 江頭  雅彦 

市関係 唐津市呼子市民センター 市民センター長 中道  順三 

市関係 唐津市七山市民センター 市民センター長 諸熊  勇男 

 

顧問 ４名 

選出区分 所 属 団 体 役 職 氏    名 
教育・学校関係 唐津市教育委員会 委員 冨永  祐司 
教育・学校関係 唐津市教育委員会 委員 坂本  恭子 
教育・学校関係 唐津市教育委員会 委員 宮﨑  美和 
教育・学校関係 唐津市教育委員会 委員 篠原  智文 
 

参与 １６名 

選出区分 所 属 団 体 役 職 氏    名 

国関係 唐津海上保安部 部長 林  亮 治 

国関係 国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所唐津維持出張所 所長 岩屋  安彦 

国関係 国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所松浦川出張所 所長 川崎  裕之 

国関係 自衛隊佐賀地方協力本部唐津出張所 所長 竹村  亮太 

県関係 唐津警察署 署長 福島  寛人 

県関係 唐津保健福祉事務所 所長 松尾  国宏 

報道関係 (株)朝日新聞社佐賀総局 総局長 前地  昌道 
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報道関係 (株)毎日新聞社佐賀支局 支局長 中山  裕司 

報道関係 (株)読売新聞社佐賀支局 支局長 堺   拓二 

報道関係 (株)佐賀新聞社唐津支社 支社長  村  圭介 

報道関係 (株)西日本新聞社佐賀総局 総局長 竹井  晋治 

報道関係 (一社)共同通信社佐賀支局 支局長 田中  信哉 

報道関係 (株)時事通信社佐賀支局 支局長 正木   繁 

報道関係 (株)サガテレビ唐津支局 支局長 峰松  輝文 

報道関係 (株)唐津ケーブルテレビジョン 代表取締役社長 中 村  隆 

報道関係 ＦＭからつ(株) 代表取締役社長 森 田  淳 

会長 １名、副会長 ５名、常任委員 ２３名、監事 ２名、委員 ４６名、顧問 ４名、参与 １６名 

                                      合計 ９７名 
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SAGA2023国スポ・全障スポ唐津市実行委員会組織図

総 会（年１回程度）
【最高議決機関】

・競技会の開催に係る基本方針に関すること
・会則の制定及び改廃に関すること
・事業計画及び事業報告に関すること
・予算及び決算に関すること

常任委員会（年２回程度）
【決定機関】

・総会からの委任事項に関すること
・専門委員会の設置に関すること
・専門委員会への付託又は委任に関すること
・総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること

専門委員会（随時）
【調査機関】

・常任委員会からの付託又は委任に関すること

報告委任
付託

報告委任

総務企画専門委員会
・総務企画に関すること
・広報に関すること
・市⺠協働に関すること等

競技式典専門委員会
・競技に関すること
・式典に関すること
・施設に関すること等

宿泊衛生専門委員会
・宿泊に関すること
・医事、衛生に関すること等

輸送交通専門委員会
・輸送、交通に関すること
・警備、消防に関すること等

【実行委員会構成】

会⻑（市⻑）（１名）

副会⻑ （５名）

常任委員 （２３名）

委員 （４６名）

監事 （２名）

顧問 （４名）

参与 （１６名）

計９７名

実行委員会事務局

（未来創生部国スポ・全障スポ推進室）

（設立総会）第２号議案（補足）
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第 １ 回 総 会 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会 

第１回総会 次第 
 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

 

 （１）第１号議案 第７８回国民スポーツ大会唐津市開催基本方針(案) 

 （２）第２号議案 SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会令和２年度事業計画(案) 

 （３）第３号議案 SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会令和２年度収支予算(案) 

 （４）第４号議案 SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会常任委員会への委任事項(案) 

 

３ 閉 会 
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第７８回国民スポーツ大会唐津市開催基本方針（案） 

 

１ 基本方針 

 唐津市民がスポーツのチカラで輝き、人生を楽しく、健康で生き活きとしたもの

とし、活力ある絆の強い地域を創るため、第７８回国民スポーツ大会に向けた取組

を計画的かつ効率的に展開します。また本大会を契機に、競技スポーツから健康維

持などの身体活動すべてがスポーツであるといったスポーツへの意識を変えるとと

もに、市民の一体感をもった活動による「市民力」、産学官民相互の連携による「地

域力」、この２つのチカラを「唐津 ONE TEAM（唐 ONE）」として結集し、発揮する大

会として開催します。 

 

２ 実施目標 

（１）市民力・地域力による創意工夫を凝らしたレガシーを構築する大会 

   唐津市民一人ひとりの英知と情熱を結集した市民力を活かし、他分野と連携

協働を行うとともに、唐津市が持つ歴史、伝統、自然などが互いに響きあうこ

とにより、より一層の地域力を発揮させるなど、創意と工夫を凝らした大会を

目指します。また、国民スポーツ大会の開催により、スポーツのチカラで、新

たな唐津市のチカラがレガシーとして継承されていく契機とします。 

（２）唐津の魅力を全国に発信する大会 

本市を訪れる全ての方々を心のこもったおもてなしでお迎えし、歴史と文化

が輝き、風光明媚な海や緑に恵まれるなど、本市の持つかけがえのない豊かな

自然環境を最大の地域資源とした「海と緑にかこまれたここちよい唐津」の魅

力を全国に発信します。 

（３）生涯スポーツの推進につなげる大会 

国民スポーツ大会の開催を契機として、市民のスポーツへの関心を高め、年

齢、性別、障害の有無にかかわらず、すべての人がスポーツを「する」、「みる」、

「ささえる」といった、日常的にスポーツを楽しみ、共感しあえるような新し

いスポーツ文化の定着につなげる大会を目指します。 

（総会）第１号議案 
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◆「国民スポーツ大会」佐賀県開催をスポーツの祭典としてだけではなく、唐津市

全体が一つになり新たなチカラを結集し発揮する大会とします。  

 

 【国スポ・全障スポに向けた思いを基本方針の中で表現】 

 市民の一体感をもった活動による「市民力」、産学官民相互の連携による「地域力」、

この２つのチカラを『唐津 ONE TEAM（唐 ONE）』として結集し、発揮する大会とする。 

 

 （理由） 

 設立趣意書にも挙げているが、第２次唐津市総合計画（後期基本計画）の「まち

づくりの基本理念」である『市民力』『地域力』を各種委員会による活発なコミュニ

ケーションを通じ、組み合わせることにより「２つのチカラを結集して唐津市全体

が１つになり国民スポーツ大会を盛り上げ、また、大会後も引き継いでいく。」とい

う意味を込めて『唐津 ONE TEAM（唐 ONE）』と基本方針に表現したもの。 

 

 
 

 

 

『唐津 ONE TEAM』 

（唐 ONE）で 

“国民スポーツ大会”を 

“唐津”を盛り上げよう！ 

（総会）第１号議案（補足） 

26



 
 

SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会 

令和２年度事業計画（案） 

 

 

 

 SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会令和２年度事業計画を次のとお

りとし、円滑な準備業務に努める。 

 

 

１ 競技会の開催に向けた準備計画の作成 

 

 

２ 先催都市の準備状況等の調査及び研究 

 

 

３ 関係機関及び競技団体との連絡調整 

 

 

４ その他競技会の開催準備に係る事項の推進 

（総会）第２号議案 
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SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会 

令和２年度収支予算 

 

 

  収入                            （単位：千円） 

科目 金 額 備考 

１．負担金 5,571 唐津市負担金 

合   計 5,571   

 

 

  支出                            （単位：千円） 

科目 金 額 備考 

１．総務費 251  

 
（１）事務局費 251 

消耗品費、印刷製本費、郵便料（切手、

運送料）、振込手数料 

２．開催推進費 5,320  

 
（１）広報協働費 298 

国民スポーツ大会ＰＲ用啓発グッズ・国

民スポーツ大会ＰＲ用のぼり旗・懸垂幕 

（２）競技運営推進費 5,022 
セーリング・トライアスロン基本設計委

託料 

合   計 5,571  
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SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会 

常任委員会への委任事項(案) 

 

 

 

SAGA2023 国スポ・全障スポ唐津市実行委員会会則第１０条第３項第５号に基づく総

会から常任委員会への委任事項は、次のとおりとする。 

 

 

 

１ 開催準備の総合企画及び運営に関すること。 

 

２ 競技会場及び競技運営並びに式典に関すること。 

 

３ 宿泊及び医事衛生に関すること。 

 

４ 輸送、交通、警備及び消防に関すること。 

 

５ 広報及び市民運動に関すること。 

 

６ その他会務に必要な事項に関すること。 

（総会）第４号議案 
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